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「定年まで」が4位となっていますが、過去の調査

（2019年、2016年）では1位だったので、長期の就

労意識は低下傾向にあるとみられます。 

また、転職意向についての質問では、「好条件なら 

 

 

転職したい」(48.3％)と「多少条件が悪くても転職し

たい」(6.7％)を合わせて55.0％でした。 

 日本経営協会では、「全体的に、状況によっては転

職するという意識が一般的になり、企業（団体）側に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

1. 職場改善 若手社員の就労意識 

若い社員に長く働いてほしい――。多くの経営者がそう願っています。しかし、現実には、新規学卒者の 3 人に 1 人

が、入社から 3 年以内に離職しています（厚生労働省調査）。本稿では、一般社団法人日本経営協会が実施した「若手社

会人就労意識ギャップ調査報告書 2024～就労後 3年目のビジネス・パーソンについて～」から主なデータを紹介します。

若手社員の早期離職を防ぐヒントが隠されているので、参考になさってください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般社団法人日本経営協会「若手社会人就労意識ギャップ調査報告書 2024」より 
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こんにちは。厳しい寒さが続いていますが、時折春の訪れを感じる日もあります

ね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も早いもので 1 ヶ月が過ぎ、節分や立春

を迎える時期となりました。体調には十分お気をつけください。 

さて今年の 4 月からの法改正事項ですが、雇用保険法では、高年齢雇用継続給付

の給付率上限の引き下げ(15%→10%)、自己都合退職者が教育訓練等を受けた場合

の基本手当の給付制限解除、育児休業給付延長時の手続きの厳格化、両親ともに 14

日以上の育児休業を取得する場合の出生後休業支援給付金の創設、２歳未満の子を

養育する短時間勤務者への給付金(賃金の 10%上限)および育児・介護休業法の改正

(子の看護休暇の見直し、介護離職防止のための個別周知・意向確認など)がありま

す。それでは今月もどうぞよろしくお願い致します。          安藤 

 

１．「定年まで」は4位 

 調査は、大学や専門学校などを卒業後、初めて就職

し2年半～3年半経過した正規雇用労働者を対象に、

2024年7月に実施されました。有効回答は712人。回

答者の業種は製造業、サービス業、医療・福祉など10

業種です。回答者の勤務先の従業員数は、100人以下 

 

 

が28.5％で最も多く、続いて101～300人が

16.9％、501～1,500人が16.0％となっています。 

「今の企業(団体)でいつまで働き続けたいか」（複

数回答）という質問に対しては、次のような結果とな

りました。 
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１．労使協定と個別同意 

労働基準法では、賃金は現金払いが原則とされてい

ます。例外として、労働者が同意すれば、銀行口座や

証券総合口座への振り込みが認められ、現在はこちら

のほうが一般的です。政府は、キャッシュレス決済が 

 

広がっている状況を踏まえ、令和5年4月、労働基準法

の施行規則を改正し、労働者の同意があれば、厚生労

働大臣指定の資金移動業者口座への支払いも認めまし

た。企業が賃金のデジタル払いを導入するには、次の

手順をふまなくてはなりません。 

 

とっては常に流出の危惧があるが、見方を変えれば、

新卒に限らず若手の優秀人材獲得のチャンスも増え

る。社（職）員の勤続意識を高める施策とともに、キ

ャリア採用にも注力することが考えられる」と分析し

ています。 

 

2．6割弱が「昇進したくない」 

「現在の企業(団体)でどの地位まで昇進（昇任）し

たいか」という質問では、最も多かったのが「昇進

(昇任)したくない」（58.4％）で、前回調査（2019

年）より15.8ポイントも増えました。また、「昇進

(昇任)したくない」と答えた416人に、「昇進(昇任)

しないことによって目指すことは何か」（複数回答） 

 

と尋ねたところ、下図のような結果となりました。 

ワーク・ライフ・バランスを重視する意識の高まり

が、明確に見て取れます。経営者としても、無視する

ことのできないデータと言えます。 

このほか、「どのような職場で働きたいか」(複数回

答)という質問では、1位が「人間関係や雰囲気がよ

い」、続いて「上司や先輩が仕事のやり方を具体的に

教えてくれる」「仕事のルールや決め事が明確になっ

ている」などとなりました。日本経営協会では、「フ

ェアであること、合理的なことを求める傾向が感じら

れる。上司は、暗黙の了解、阿吽の呼吸といったあい

まいな仕事の進め方はもはや通用しないことを改めて

認識する必要がある」と強調しています。 

 

3．さいごに 

日本経営協会は、調査の分析結果をふまえ、デジタ

ル化の推進や、テレワーク、フレックスタイムなど働

く場所や時間の柔軟化、心理的安全性の高い職場づく 

 

りなどを提言しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般社団法人日本経営協会「若手社会人就労意識ギャップ調査報告書 2024」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.給  与 賃金のデジタル払い 

賃金は従業員の銀行口座へ振り込むのが一般的ですが、「〇〇Pay」など、一部の「資金移動業者」の口座へ支払うこと

もできます。まだあまり普及していませんが、今後、従業員のニーズが高まることも予想されます。本稿では、賃金のデ

ジタル払いのしくみや注意点について説明します。 
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①厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者 

（指定資金移動業者）の確認 

②導入する指定資金移動業者のサービスの検討 

③労使協定の締結等 

④労働者への説明 

⑤労働者の個別の同意取得 

⑥賃金支払いの事務処理の確認・実施 

※厚生労働省リーフレット「賃金のデジタル払いを導入す

るにあたって必要な手続き 雇用主向け」より 

 

労使協定は、事業場に労働者の過半数でつくる労働 

 

 

組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者 

の過半数を代表する者と締結します。協定により、デ

ジタル払いの対象となる労働者の範囲、対象となる賃

金の範囲と金額、賃金移動業者の範囲、実施開始時期

を定めます。続いて、労働者へ説明し、個別の同意を

得ます。説明する事項は下図の通りです。 

企業は、賃金のデジタル払いを労働者に強制するこ

とはできません。希望しない労働者には、これまで通

り銀行口座などへ振り込むことになります。また、労

働者が希望すれば、賃金の一部を資金移動業者の口座

へ、残りを銀行口座などへ支給する必要があります。 

 

2．普及はこれから 

ただ、厚生労働大臣の指定を受けた業者は、

PayPay株式会社（令和6年8月9日指定）、株式会社リ

クルートMUFGビジネス（令和6年12月13日指定）の

2社だけです（令和6年12月13日現在）。全国の財務

局等に登録されている資金移動業者は80社（令和6年

11月30日現在）あるので、まだごく一部です。 

実質的にスタートして間もないこともあり、エン・

ジャパン株式会社が行った「『給与のデジタル払い』

に関する意識調査」では、勤務先での賃金デジタル払

い導入は1％にとどまりました。 

また、「給与のデジタル払いを利用したいです

か？」という問いでは、「とても利用したい」3％、 

 

 

「利用したい」12％、「あまり利用したくない」

42％、「利用したくない」28％などとなっています。 

  

３．さいごに 

 賃金のデジタル払いを労働者に強制したりすると、

雇用主は労働基準法違反となり、罰則が科される可能

性もあります。従業員へのニーズ調査を行い、丁寧に

手順を踏んで導入することが欠かせません。 

また、厚生労働省のウェブサイトに、労使協定や同

意書の様式例があるので活用するとよいでしょう。賃

金のデジタル払いについて不明点があれば、弊法人に

ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります！」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Q & A 
記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、1 ページ目の「若手社員の就労意識」に関連する

豆知識をお伝えします。 

 

 

 
      

Q． 「心理的安全性」とはどのようなことでしょうか。 

A． 

組織の中で、自分の考えや意見などを、相手が誰であっても安心して率直に発言でき

る状態のことを指します。アメリカで行われた研究によって、心理的安全性の高い組

織やチームほど、パフォーマンスが大幅に向上することが明らかになり、その価値が

広く認められるようになったことで、近年ますます注目されています。 
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✿事務所スタッフより✿ 

 

年が明けて、あっという間に 1か月がたってしまいました。今年は年始のお休みが長く、例年

よりゆっくりできたという方も多いと思いますが、友人はこの機会に、「七福神めぐり」をしたそ

うです。(私はただのんびり過ごしていましたが･･･) 

恵比寿神、大黒天、毘沙門天、弁財天、布袋尊、福禄寿、寿老人の七柱の神様が祀られている

寺社をめぐってお参りをすると「七つの難が去って七つの福が訪れる」というご利益が得られる

と言われています。さらに、お参りしながら歩くので、運動不足解消にもなり、一枚の色紙にそ

れぞれ寺社の御朱印をいただきながらめぐるとのことで、楽しみもあります。次は一緒に行こうと盛り上がっています。 

基本的にはお正月の行事ですが、一年を通じてお参りできる七福神めぐりもありましたので、紹介したいと思います。 

浅草名所七福神めぐり：浅草寺を含む 9つの寺社をお参りするコース。江戸時代から行われていたそうなので 

歴史を感じながら、お参りと観光ができそうです。            

日本橋七福神めぐり：小網神社や水天宮等の人形町周辺の 7つの神社をお参りするコース。日本一短時間（2時間 

ほど）で七福神めぐりができると言われているそうですが、弊法人は以前小網神社の近くに 

あったのでなじみが深く、素敵なお店もたくさんあるので、お店に立ち寄りながらゆっくり 

めぐるのも良さそうです。 

鎌倉江の島七福神めぐり：鶴岡八幡宮、長谷寺、江島神社等の 8つの寺社をお参りするコース。北鎌倉からスタート 

して、鎌倉をめぐり、江ノ電に乗って、江の島へ。1日小旅行が楽しめそうです。 

(金井) 

 

 これを書いている現在は 1月下旬ですが、まだまだ私はお正月休みの余韻に浸っております。皆様は楽しいお正月休

みを過ごされましたでしょうか。お正月といえば、福袋です。私は今年、もこもこパジャマの入った福袋を 3つ購入し

ました。12 月までの私は、数年前にユニ○ロで買ったヨレヨレの部屋着や、高校時代のジャージをパジャマにしていま

した（だいぶいい年齢なのですが…ジャージって全然破れないので、捨て時が分からないですよね）。1/1 に宅配便で福

袋もとい福ダンボールが届いてからは、可愛いもこもこのパジャマを着ています。これが、ものすごく良かったので

す！いい年齢なので、ピンクのふわふわした洋服などを着るのは私にはちょっと勇気が要るのですが、パジャマなので

誰の目も気にする必要がなく、可愛いものを着ているということでテンションが上がります。そして、めちゃくちゃ暖

かい。部屋が寒くて、布団にくるまっていたら寝てしまった…というようなことが少なくなりまし

た。今回購入したのはもこもこパジャマなので、もう少し気温が上がったら着られなくなってしま

います。春も夏も秋も気分よく過ごせるよう、それぞれの季節に合った可愛いパジャマを購入しよ

うと思っている今日この頃です。今年の目標の 1つは、1年中可愛いパジャマで過ごす、です。 

（落合め） 
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